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概要  

 

  本研究では、アメリカにおける博士課程学生に対する経済支援プログ

ラムの財源と構造について考察し、今後の日本の高等教育における持続可

能な経済支援の制度設計に向けた展望を示すものである。  

 日本の修士課程修了者の博士課程進学率は 1994 年の 16.9％をピークに

減少の一途を辿っており、 2019 年時点では 9.5％まで低下した。 2019 年 1

月に中央教育審議会大学院部会がまとめた「 2040 年を見据えた大学院教育

のあるべき姿」では、我が国の人口 100 万人当たりの博士学位取得者は、

米、英、独に対し 2 分の 1 程度の水準にとどまっていることが指摘され、

このままでは今後の社会を先導できるような「知のプロフェッショナル」

確保に大いに問題を生じる可能性があるとして、大学院段階における教

育・経済支援環境を含む大学院教育の体質改善や優秀人材の進学促進に向

けた取組強化等が提言されている。一方、 2000 年以降博士学位取得者を倍

増させているアメリカの研究大学では、大学院生への経済支援として、入

学時に優秀学生を獲得するための給付金、フェローシップといった奨学制

度に加え、 Reader、Tutor, Graduate Student Instructor, Graduate 

Student Researcher 等、在学中に大学の教育・研究業務に従事しながら自

らの学業、研究を継続するための Academic Student Employee と呼ばれる

経済支援プログラムが数多く提供されている。これらのプログラムは経済

支援としての側面に加え、博士課程学生の教員、研究者となるためのトレ

ーニングの役割も果たしており、博士課程学生のアカデミアへのキャリア

ラダーとして職位・職階が整備されている機関も存在する。また、アメリ

カではこうした訓練制度は早い場合は学部段階から用意されており、学生

の将来的性の判断や進路の選択肢を拡大する上で重要な役割を果たしてい

る。日本では教員の授業負担増加や事務作業増加、またこれに伴う研究時

間の減少が論文数や研究力低下に結びついていると指摘されており、学内

資源といえる優秀な大学院生を将来の研究者、教員候補として訓練する

ASE のようなプログラムは、今後国内でも検討されるべき重要な取組とい

える。  
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日米の博士課程学生への経済支援に関する比較的考察  

 
1  研究の目的  

 

1.1  研究概要  

本研究は、アメリカの研究大学がどのように教育・研究人材養成を実施

しているのかについて、大学院レベルにおける経済支援と教育研究プログ

ラムとの結びつきの点から検討する。アメリカの研究大学では、教育系学

生職員（ Academic Student Employee, ASE）と呼ばれる大学の教育・研究

をサポートする学生が数多く機関に雇用され、学部生の正規授業をはじめ

とする学内外の様々な分野で活動している。 ASE の職位・職階は多岐にわ

たり、学部段階からポスドクまでを含む全学年を通じて大学の教育・研究

に携わる機会が提供されている。 ASE は研修や業務を通じて、賃金を得な

がら段階的に大学教育の受け手から担い手へと変容する訓練を実施する制

度としての側面を持っている。本研究では、アメリカにおける大学院学生

への ASE プログラムの財源構造や、大学における教育・研究人材育成と経

済支援の結びつきについて、州や大学の財務報告書の分析やインタビュー

等を通じて検討し、アメリカ高等教育における博士課程学生への経済支援

プログラムの実態を明らかにする。  

 

1.2  研究の背景  

2020 年 12 月、令和 2 年度補正予算（第 3 次補正予算案）が閣議決定さ

れ、新型コロナウィルス感染症拡大防止策におよそ 4 兆円、ポストコロナ

に向けた経済構造実現等へ 11 兆円等の予算が計上された。文部科学省関

係予算としては、大学ファンド創設に 5000 億円、また研究力の抜本的強

化に向けた取組の加速に 312 億円が計上されている。この中で博士課程学

生の経済支援となるフェローシップ事業には 23 億円が計上され、情報技

術や人工知能、量子技術、物質・材料等の成長分野を中心に約 50 大学を

選定し、博士課程の大学院学生約 1000 人を対象に一人当たり年間約 200

万円を給付する新制度が発足した 1）。  

我が国では、平成 27 年 9 月の中央教育審議会「未来を牽引する大学院教

育改革」等において、博士課程学生の処遇改善の必要性が指摘され、博士

課程学生の経済支援状況に関する調査や改革が進められてきた 2)。平成 29

年に発表された文部科学省「博士課程学生の経済的支援状況に係る調査研

究」によれば、経済的支援の受給総額の高い学生は、低い学生と比較して

学会発表数や学位取得率が高いとされる調査結果が報告されるなど、博士
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課程における経済的安定の重要性が指摘されているが、我が国で生活費相

当とされる年間 180 万円以上の受給を受けている学生はこれまで 1 割程度

に留まっている 3)。また日本の修士課程修了者の博士課程進学率は 1994

年の 16.9％をピークに減少の一途を辿っており 4)、 2019 年時点では 9.5％

まで低下している (図 1)。  

 
図１  日本における修士課程修了者の進学率（ 1981-2020） 

（文部科学省  科学技術・学術政策研究所、科学技術指標 2021、調査資料

-311 をもとに作成）  

 

2019 年 1 月に中央教育審議会大学院部会がまとめた「 2040 年を見据え

た大学院教育のあるべき姿」では、我が国の人口 100 万人当たりの博士学

位取得者は、米、英、独に対し 2 分の 1 程度の水準にとどまっていること

が指摘され、このままでは今後の社会を先導できるような「知のプロフェ

ッショナル」確保に大いに問題を生じる可能性があるとして、大学院段階

における教育・経済支援環境を含む大学院教育の体質改善や優秀人材の進

学促進に向けた取組強化等が提言されてきた 5）。こうした中で設立された

新制度には、現在大きな期待と注目が集まっているが、この制度によって

博士課程進学者が増加し、欧米並みの若手研究者支援が実現するかどうか

は未知数である。本稿では、この 20 年間で博士学位取得者を倍増させ、

トップ論文シェアにおいても高順位を保っているアメリカを例として、現

在実施されている博士課程経済支援の財源や構造について考察し、日本に

おける博士課程経済支援の構造や新制度の問題点について検討する。  

 

1.3 主要国における博士学位授与の傾向  
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2000 年以降の主要国の博士学位取得者数を比較すると、日本を除く欧米

各国では博士学位取得者は増加傾向にある（図 2）。  

 

  

図 2 主要国における博士学位取得者数の推移 (2000-2016) 

(科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2020」 3-4-4 を基に作成）  

 

このなかで米国と日本を比較してみると、 2000 年には米国の人口百万人

当たり博士学位取得者は 141 名、日本は 127 名とそれほど大きな違いはな

かったのに対し、 2016 年には米国が 268 名、日本は 2000 年よりも少ない

118 名となり、 2 倍以上の差がついてしまっている (図 2)。また、同データ

は主要国中で日本のみが 2006 年以降一貫して博士学位取得者輩出が低下

しており、概ね国立大学独立行政法人化の時期を境として、日本における

博士学位取得者は総数、割合とも減少傾向にあることを示している。博士

学位取得者のみならず、博士課程進学者も減少している背景としては、日

本における大学院課程の経済支援制度の脆弱さやアカデミアで慣行的に行

われている若手研究者の低賃金労働等も指摘されており、日本の大学院に

おける経済支援制度は、現在構造的なな見直しの必要性を迫られている

(NISTEP 2021)。 

そこで、本稿では主に 2000 年以降博士排出、研究力ともに成長を続け

るアメリカ高等教育における博士課程学生への経済支援プログラムの制度

設計を明らかにするとともに、こうしたプログラムと若手研究者の教育研

究人材養成との関係について考察する。  

 



7 
 

 

2  アメリカにおける博士課程経済支援  

 

2.1  アメリカにおける博士課程学生の一次資源  

経済支援プログラムの分析に入る前に、アメリカの博士課程学生が現在

どのような財源から経済支援を受給しているのかについて概観しておく。

NSF が毎年公表している博士課程学生の一次資源調査によると、 2018 年度

のアメリカの博士課程学生の一次資源、すなわち主たる収入源は、リサー

チアシスタント（以下 RA）・研修員（トレイニー）がもっとも多く、およ

そ全体の 3 分の 1 の学生が研究活動に従事しながら経済支援を受けている

ことが分かる（図 3）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 アメリカにおける博士課程学生の研究分野別一次資源（ 2018） 

（ NSFNCSES, Survey of Earned Doctorates, 2018 Table 35 を基に作成）  

 

次いで勤務要件のないフェローシップ、奨学金、 TA の順となっており、

自己資金を一次資源としている者は全体の 15％に留まっている。なお「そ

の他」には企業助成金および海外からの経済支援制度等が含まれる。  

これらを研究分野別に見ると、 RA の割合は工学（ 58.6％）、次いで物

理・地球科学（ 50.8％）、生物科学（ 35.9％）、数学・情報科学（ 35.1％）

と STEM 分野で高いことが分かる（図 4）。これに対し、 TA の割合は人文科

学（ 40％）がもっとも高く、次いで数学・情報科学（ 38.2％）、心理・社

会科学（ 29.0％）と人文社会系が中心となっていることが分かる。概して

STEM 分野ではおよそ 9 割の学生が RA,TA をはじめとする経済支援プログラ

ムの受給対象となっており、人文社会系でも 6～ 7 割の博士課程学生が経

済支援プログラムを主収入として受給していることがわかる。  
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図 4 アメリカにおける博士課程学生の研究分野別一次資源（ 2018） 

(NSFNCSES Survey of Earned Doctorates, 2018 Table 37 をもとに作成）  

 

2.2  政府機関から大学院学生への支援（フェローシップ、研修員）  

次に、図 2 および図 3 の一次資金の財源について詳しく見ていくことに

する。フェローシップ、研修員の多くは連邦政府の省庁が主な支出元とな

っている。 2018 年度のフェローシップ、研修員資金拠出を省庁別に見る

と、保健福祉省（ HHS）が最も多く 39％を占めている (図 5)。次いで国立

衛生研究所（ NIH,31％）、国立科学財団（ NSF,16％）の順となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 省庁別フェローシップ、トレイニーシップ拠出額割合（ 2018） 

（ NSF Survey of Federal Science and Engineering Support to 

Universities, Colleges and Nonprofit Institutions 2018 Table8 を基
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に作成）  

 

図 5 を見ると、フェローシップは日本のように単独の省庁や機関が拠出  

しているのではなく、省庁ごとの予算から支出されていることが分か

る。なお、フェローシップ、研修員とも様々な形態が存在するが、フェロ

ーシップは各機関の関連分野研究を行う学生に対して支給される個人を対

象とする奨学金であり、学生自らが申請する。 NSF のフェローシップファ

ンドである GRFP(Graduate Research Fellowship Program)を例とすると、

年間 1,600 人程の応募枠があり、支給対象者は毎年 4 月に発表される。学

生はこの結果を持って 9 月からの進学先を決定するという流れになってい

る。フェローシップの月額は 2,833 ドル（約 32 万円）、年額 34,000 ドル

（約 374 万円）となっており、フェローが在籍することになる機関は教育

経費としてフェロー一人につき最高 12,000 ドル（約 132 万円）を受け取

ることができる。また、フェローシップ受給者には授業料免除が義務づけ

られているため、この経費の大部分は授業料免除分に充当され、最終的に

は機関経費に組み込まれる。このためフェローシップを持っている優秀学

生に対しては機関間での争奪競争が行われることになる。なお、障害を持

つ学生がこのファンドを受給した場合、障害科学者・エンジニア円滑化資

金 (Facilitation Awards for Scientists and Engineers with 

Disabilities : FASED)により、障害を持つ学生が NSF プロジェクトに従

事できるよう特別な援助や設備を整備するための資金が用意されている。

また、 NSF キャリアバランスイニシアチブ (NSF Career-Life Balance 

Initiative :NSF-13-099)では、扶養家族（出産、養子縁組、高齢者介

護）の問題に直面するフェローに対し、有給・無給の休暇オプションが提

供されるなど、ライフイベントの多い年齢層を対象とするファンドを円滑

に運用するための制度設計が実施されている。  
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図 6 連邦政府から大学院学生への Fellowship, Traineeship 支援額の推

移 (2013-2018) 

(NCSES Survey of Federal Science and Engineering Support to 

Universities Table 2 より作成 ) 

 

連邦政府機関から大学へのフェローシップ、研修員制度支出は近年増加

傾向にあり、 2013 年から 2018 年までの 5 年間ではおよそ 2 倍に増加して

いる（図 6）。  

次に、どのような大学がこうした資金を多く獲得しているのかについて

みてみる。 2018 年度の NSF（全米科学財団）による連邦政府研究資金の機

関別配分先ランキングをみると、フェローシップは最も多いワシントン大

学で年間 5,900 万ドル（約 62 億円）となっており、 TOP15 校では平均 20

～ 30 億円がフェローシップ、トレイニーシップとして支払われていること

が分かる（表１）。アメリカでは、合衆国憲法により高等教育は州の管轄

と定められているため、連邦政府から大学に対し運営費のような形での直

接補助は行われていない。しかし、こうしたフェローシップや研究費等、

人や研究を介したプログラムを通じ、毎年多額の資金が機関に投入されて

いる。  

 

表１  連邦政府から高等教育機関への S&E,フェローシップ支援額 (2018）  

*FS,TS： Fellowship, Traineeship 
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（出典： National Center for Science and Engineering Statistics, 

Survey of Federal Science and Engineering Support to Universities, 

Table 3 より作成）  

 

表１をみると、トップ 10 のうち 6 校が州立大学、 4 校が私立大学となっ

ており、アイビーリーグをはじめとする私立ばかりでなく、州立大学おい

ても活発な研究活動が行われていることがわかる 6）。アメリカの州立大

学、なかでも旗艦校となる研究大学は、エネルギー省（ Department of 

Energy, DOE）や国立衛生研究所（ National Institutes of Health, 

NIH）傘下の国立研究所と運営契約を結んでいる場合も多く、アメリカ高

等教育部門における科学研究を牽引する存在となっている。その一方で州

立大学は、有力私立大学とは異なり、財政、運営両面にわたって州から多

くの制約を受けており、限られた資源の中で優秀な学生獲得と研究人材養

成を行うことが求められている。本研究では上記ランキングに 3 校ランク

インしているカリフォルニア大学 (University of California, 以下 UC)を

例として、大学院、とくに博士課程学生に対する経済支援プログラムにつ

いて考察することにする。  

 

3  UC における大学院生への経済支援  

 

3.1  UC における大学院学生への財源別経済支援支出構成  

ここからは、個別機関における実際の受給例を見ていくことにする。

University of California (以下 UC)は、連邦政府機関からの研究資金機

関別ランキングトップ 10 に 3 校ランクインする州立研究大学である。 UC

の大学院生経済支援を財源別に見ると、機関支出が最も多く、次いで連邦

政府、寄付、州政府の順となっている（図 7）。  
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図 7  UC における財源別大学院生経済支援支出構成  

（ UC Annual Report on Student Financial Support 2017-18 

AttachmentA1-36)より作成）  

 

教育ローンを除く支援で見てみると、連邦政府資金では研究費雇用のリ

サーチアシスタント（ Research Assistant, RA）が約 2 億ドルと最も多

く、次いで給付・フェローシップ、ワークスタディの順となっている。対

照的に州政府からは給付・フェローシップ以外のプログラムは提供されて

いない。機関支援は給付・フェローシップ、ティーチングアシスタント

（ Teaching Assistant, TA）、RA の順となっており、主に教学系を中心と

した支援を実施していることが分かる。なお UC の大学院経済支援プログ

ラム受給者の一人当たり平均額は 2017 年度で $45,344（約 490 万円）とな

っており、日本と比較してかなり潤沢な支援が行われていることが分か

る。この点について川村（ 2020）は、研究大学における人材獲得は近接レ

ベルの大学院との競争となることもあるため、大学院生に対する経済支援

額は授業料補填以上に優秀人材リクルートメントのツールとして大きな意

味を持っていると指摘しており、人材獲得としての経済支援プログラムに

ついては主に機関が中心となって実施されていることが読み取れる。  

なお、リーダー (Reader)はコースアシスタントとして学部学生のレポー

トや試験の採点を含む授業補助を行うもので、 TA,リーダーは基本的に教

員の監督の下で教育活動に従事する教育職である。一方チューター

（ Tutor）は主に基礎科目（数学、統計、ライティング等）の補講等を行

う教育職で、個別指導を行う個人チューターとグループに対して行うグル

ープチューターがある。また、ワークスタディは学内外や地域で実施され

るアルバイトであり、連邦政府が賃金の半額を補助するものである。活動

内容はラボアシスタント、コンピュータープログラマー、地域のサッカー

コーチやライフガード等多彩であり、教育研究活動に加え市民形成、職業

教育経験を得ながら賃金を得る制度となっている。  

 

表 2 UC における大学院学生への経済支援種目別割合（ 2017-2018） 

（ UC Student Financial Support Report 2018 より作成）  

 受給者数  年平均受給額  受給割合  

給付金 ,フェローシップ  36,387  $19,401  66.4% 

TA 17,890  $24,698  32.6% 

RA 15,234  $25,399  27.8% 

その他キャンパス雇用  6,754  $13,560  12.3% 
リーダー ,チューター  3,471  $4,520  6.3% 
ワークスタディ  776  $4,339  1.4% 



13 
 

3.2  UC における教育系学生職員制度 (Academic Student Employee) 

UC に在籍する大学院生は、一人当たり平均 $45,344（約 490 万円）の経

済支援を受給している (UCSFSR2018)。なお、なかには奨学金の他に RA,TA

に従事する等複数プログラムを受給する者もいる。 TA の年平均受給額は

$24,698（約 272 万円） , RA の年平均受給額は $25,399（約 280 万円）とな

っている（表 2）。  

UC では、先に挙げたような科目アシスタントとしてレポートや試験の採

点を含む授業補助を行うリーダー (Reader)や STEM 科目、ライティングの

補講を行うチューター (Tutor)をはじめ、大学の教育研究活動に従事する

学生は教育系学生職員 (Academic Student Employee, ASE)と呼ばれている
7）。また雇用要件をはじめとする制度が整備されており、 US Davis 校では

以下のような制度となっている（表 3）。  

 

表 3 UC における教育系学生職員制度 (Academic Student Employee, ASE) 

職位名  
授業
料  

免除  
月給  

時給  
(個人 /集

団 )  
学位
要件  GPA 最大

FT  

最
大
年
数  

大学院生リーダー  一部    $15.78  学士  3.0  50%  5 年  

学部生リーダー なし    $15.00    3.0  50%  5 年  

補講チューター  一部    $15/$ 21  学士  3.0  50%  5 年  

補講チューター  一部    $18/$ 24  学士  3.0  50%  5 年  

TA 一部  $4,589    学士  3.0  50%  5 年  

Graduate  St udent  
Researcher  StepⅠ  全額  $3,258    学士  3.0  50%  5 年  

Graduate  St udent  
Researcher  StepⅩ  全額  $6,385    修士  3.0  50%  5 年  

准講師  (9  カ月契
約 )  一部  $4,808-

5,700    修士  3.0  50%  5 年  

准講師  (11 カ月契
約 )  一部  $4,009-

4,906    修士  3.0  50%  5 年  

（ UC Davis Graduate Studies Salary Scales 20198）をもとに作成）  

 

この中で、時給で雇用され学部生でも勤務可能なリーダー、チューター

に対し、学士を取得した大学院生を対象とする大学院生講師（ Graduate 

Student Instructor, GSI）、大学院生研究員（ Graduate School 

Researcher）は月給雇用となっており、有給休暇や各種手当とともに昇

級・昇給システムも存在する。また GSI は教育経験によってレベルⅠ（教

育経験なし）からレベルⅣ（少なくとも 8 学期の教育経験、博士課程学
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生）の 4 段階に分けられており、昇級は学科で判断される。また、上級科

目を教えることのできる教員代理大学院生 (Acting Instructor Graduate 

Student, AI-GS)は、事前の学科承認は必要なものの、シラバス作成や読

書課題の設定、成績評価（不服申し立て対応を含む）等の教育業務につい

て独立した責任を負う講師である 9）。 AI-GS になるためには少なくとも 2

年の大学での教育経験と専門的な知識、博士課程学生であること等が求め

られている。 GSI は通常学期授業に加え、夏期休業中に実施されるサマー

セッションでも 400 以上の求人があり、多くの大学院学生に大学教育経験

と給与を提供している。なお全ての GSI は授業開始前に労働契約、倫理教

育を含むオリエンテーションと約 3 ヶ月の教育法科目を履修していること

が要件とされており、外国人学生の場合はこれらに加え英語プログラのム

履修が求められている。また、 GSI 同様、 GSR もステップⅠ～Ⅹまでの 10

段階の昇級・昇給が存在する。 GSI ステップⅠの給与は $3,457（約 36.6 万

円）、ステップⅩでは $6,774（約 72 万円）と一般的な学卒ないし修士卒水

準の給与が支払われている。 GSI,GSR はともに就学の 50％、週 16-20 時間

程度の勤務が標準とされているが、勤務時間上限や各種保険、税控除等は

学生のステータスによって異なる条件が課せられている。なお、各キャン

パスにはラーニングセンターが設置されており、 ASE のための各種トレー

ニングプログラムの提供やアドバイジング等を実施している。 GSI や GSR

は単なる経済支援というよりも、学生を教育研究の受け手から UC の教育

研究の担い手として移行させるための指導、評価、報酬等を含む制度化さ

れた人材養成システムとして機能していることが分かる。  

 

3.3 GSI の雇用要件と教育訓練制度  

 次に、 UC における GSI の雇用要件についてみてみる。表３にも示してい

る通り、 ASE として雇用されるためには、各ポジションで要求される学位

要件に加え、年間取得単位数（ 12 単位）、成績（ GPA3.0）といった基準を

満たしている必要がある。また、英語を母国語としない者は英語能力に係

る試験が課される。これらに加え、 GSI は任命前に教授法に係る講義の受

講（ 1 学期）、大学での雇用（権利、保護、福利厚生）に関するオリエンテ

ーション、オンラインでの倫理科目受講といった大学で教育職に携わるた

めの基礎的な訓練を受ける必要がある。 UC Berkeley では GSI のためのラ

ーニングセンターとして Graduate Student Instructor Teaching and 

Resource Center が設置されおり、上記のトレーニングプログラムや教育

リソースの提供、アドバイジング等を実施している。  

 現在、 UC をはじめとする 70 以上の博士課程設置大学では、 GSI の経験

と教育関連科目の受講を組み合わせた大学教育証明書プログラム

（ University Teaching Certificate）を設置しており、大学での教育訓
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練を受けた証明書を発行している。こうした意味で、 GSI は大学院生が将

来アカデミアで職を得る際の有効な能力証明の訓練プログラムとして位置

づけられているといえる。  

 
4 まとめ  
 
 4.1 アメリカにおける ASE のキャリア  

本稿ではアメリカの研究大学において、大学院生への経済支援として入

学時に優秀学生を獲得するための給付金、フェローシップといった奨学制

度に加え、リーダー、チューターといった授業補助、さらに GSI,GSR とい

った研修、昇級制度のある大学院生雇用を通じて博士課程学生の教員、研

究者としてのトレーニングが実施されている状況について考察を行った。

日本との大きな相違点として、アメリカでは大学院学生への経済支援の中

で教職員としてのトレーニングを早期から実施し、独立した教員、研究員

としての経験値を学内で向上させる仕組みが制度化されている点が挙げら

れる。  

   

 
図７  アメリカにおける ASE のキャリア（イメージ）  

 

図７をみるとアメリカの経済支援制度は、機関支援、政府支援ともに、

学部からポスドクまでをカバーする切れ目のないシームレスな階段状のプ

ログラム構造になっていることがわかる。これは学生からの視点でみる

と、在学中どの段階からでも挑戦できるポジションがあり、また能力や経

験に応じて昇進・昇給制度のある経済支援や授業料免除を受ける選択肢が

用意されているということであり、特にアカデミアでのポジションを目指

す学生にとっては、大学での教育キャリアを構築する上で強いインセンテ

ィブをもてるプログラム構造となっている。  

機関資金   連邦政府資金  
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また ASE は同時に、学部・大学院教育の補講や STEM 教育、論文指導、

サマーセッション等大学が提供する教育サービスをより豊富にしていると

いう点で大学教育の質向上にも貢献しており、学内資源を有効に利用した

経済支援の取組として大いに注目すべき制度であるといえる。大学内外の

教育研究活動と経済支援が組み合わされることで、学生は給与を得ながら

教育研究の実践的な訓練を学内外で身に着けることが可能になり、大学側

にとっても学内で提供する教育プログラムを拡充することができるメリッ

トの多い制度といえる。日本では TA,RA,は固定給であることが多く、与え

られる役割も多くは授業や実験補助で学生が教員、研究員としての能力を

向上させられるかどうかは担当教員に委ねられている。大学院学生を早期

から自立した教員、研究員としての訓練に参加させることは、学生の将来

適性判断や進路の選択肢を拡大させる上でも重要なことであると思われ

る。  

 

4.2 日本への示唆  

現在文部科学省の進めている次世代研究者挑戦的研究プログラムや大学

フェローシップ創設事業は、政府と機関が資金を分担して拠出するマッチ

ングファンド方式の事業となっている。例えばフェローシップ事業では、

事業に係る資金の 3 分の 2 を政府が支出し、残りの 3 分の 1 は機関側が負

担する仕組となっている 10）。つまり、仮に A 大学で 20 名、年間 180 万円

のフェローシップを創設した場合、 3,600 万円の 3 分の 1 となる 1,200 万

円は機関が拠出する必要がある。また、事務経費も同じく政府からは 3 分

の 2 しか拠出されないため、制度構築にかかる担当教職員の雇用経費も別

途機関側で見積もらなければならない。また、本事業は政府お機関の契約

であるため、事業に参加しない大学に所属する学生はこの制度の対象外と

なる。さらに、今回の制度にはフェローシップ受給者の授業料については

一言も触れられていない。 3 章で述べた通り、アメリカのフェローシップ

は学生に支払われる賃金に加え、機関側に支払われる事務経費の一件当た

り約 130 万円が授業料補填分として機関収入となるため、フェローシップ

学生を受け入れることは機関側にも大きな経済的メリットがある。今回の

制度では、フェローシップの制度を拡大すればするほど機関側の負担が増

大する仕組みとなっているため、今後この制度が大学に広く受け入れら

れ、制度として定着するためには更なる制度改善が必要になってくるもの

と思われる。フェローシップ制度とともに、 ASE を始めとする学生の学内

雇用を積極的に進めていくことが、機関の教育研究力向上や若手研究者の

能力育成の点からも望ましいのではないだろうか。現在の日本では、大学

院生に正規授業を担当させるという仕組みは、チームティーチング等補助

的な役割を除けば一般的ではない。しかし、近年教員の授業負担増加や事
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務作業増加、またこれに伴う研究時間の減少が論文数や研究力低下に結び

ついていると指摘される中で、学内資源といえる有能な大学院生を将来の

研究者、教員候補として訓練する取組は、今後国内でも取り入れる余地は

十分にあるものと考える。とくに待遇面で問題の多い非常勤教員や客員教

員といった機関の雇用制度面を見直すことにより、財源確保や新たな雇用

の創出にも繋がっていくのではないだろうか。   
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創設事業資料 2021 年 9 月 29 日閲覧）  

 

引用文献  

Bagaka’s, J. G., Badillo, N., Bransteter, I., & Rispinto, S. 

(2015) Exploring student success in a doctoral pro-gram: The 

power of mentorship and research engagement. International 

Journal of Doctoral Studies, 10, 323-342. 

Collegeboard (2019) Trends in College Pricing 2019 

Ehrenberg, Ronald & Mavros, Panagiotis. (1995) Do Doctoral 

Students' Financial Support Patterns Affect Their Times-To-

Degree and Completion Probabilities. The Journal of Human 

Resources. 30. 10.2307/146036. 

川村真理（ 2020）「米国州立研究大学における大学院学生への経済支援」

『大学経営政策研究』第 10 号  

東京大学（ 2009）『高等教育段階における学生への経済的支援の在り方に

関する調査研究（平成 21 年度先導的大学改革推進委託事業）』  

日本学生支援機構（ 2010）『アメリカにおける奨学制度に関する調査報告

書』  

科学技術・学術政策研究所第 1 調査研究グループ（ 2021）『修士課程在籍

者を起点とした在籍者調査』第 4 次報告書  文部科学省科学技術・学術

政策研究所  

科学技術・学術政策研究所第 1 調査研究グループ（ 2022）『博士課程人材

追跡調査』第 4 次報告書  文部科学省科学技術・学術政策研究所  

柳浦猛、水田健輔（ 2009）「日米の実質学費に関する考察」『国立大学財

務・経営センター研究報告』第 11 号  

 

謝辞  

本研究は日本学生支援機構（ JASSO リサーチ）の成果の一部である。本

研究の実施にあたり、日本学生支援機構広報課をはじめ、 JASSO リサー

チ関係者の皆様には多大なる御支援をいただいた。ここに改めて感謝申

し上げる。  


	日米の博士課程学生への経済支援に関する比較的考察
	1  研究の目的
	1.1  研究概要
	1.2  研究の背景
	1.3 主要国における博士学位授与の傾向

	2  アメリカにおける博士課程経済支援
	2.1  アメリカにおける博士課程学生の一次資源
	2.2  政府機関から大学院学生への支援（フェローシップ、研修員）

	3  UCにおける大学院生への経済支援
	3.1  UCにおける大学院学生への財源別経済支援支出構成
	3.2  UCにおける教育系学生職員制度(Academic Student Employee)
	3.3 GSIの雇用要件と教育訓練制度

	4まとめ
	4.1 アメリカにおけるASEのキャリア
	4.2 日本への示唆

	注
	引用文献

